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号懐式 (第11条、第13条、第14条関係) /【?t'

事 業 者 排 出 量 削 減 計 画 書 の
・変 更)

て は 、

ビル開発株式会社 代 表取締役社長南 隆 阪

075-361-4453

都市下京区塩小路烏丸西入 新 京都センタービル

特定事業者の
主たる業種

不動産賃貸業

該当する事業
者要件

雇 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算して1,500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規償運送事業者 (トラック
又はパス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3,000トン以上))

野

に

計 画 期 間 平成 18 年 4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 針 エネルギーの管理、改言、管エネ設備の導入等の推進を図 り、常に地球環境を意識 して行動 します。

推 進 体 常」取締管理部長を委員長とする省エネルギー委員会を開催し、エネルギーの適正管理、省エネ施策の推進を
図ります

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

エ

17～ 19 空調設備 句欠題ほ制御 (104台)、 温度餃定拒答窪 て90台)、 外腕擁起動時刻変更(45台)

1 7～ 1 9 熱搬送設備 令水京ンデイカf―夕化 (75k72古、55kw l台 )、 冷水 温 水すンメ台数制御改善

ボイラ 綺お永ドンフイみ‐夕化 2古

18～ 19 冷凍機 台数制御改善

温室効果ガス

の排出量等 排出区分
基準年度 (実演 ,

(17)年 度
〈二酸化炭案換算 (t))

日凍 午 反 (計 四 ,

(19)年 度
(二酸化炭素換第 (t))

目け湧 琴

(計 画 )

(3/3)

A事 業所等排出区分 42,193 t 41,237 t -23 %

B輸 送車両排出区分 t t %

cそ の他排出区分 t t %

排出合計 t t
n/n

その他の地球
温暖化対策に

よる温室効果
ガスの削減重
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(こ暖化反乗凍鼻 くt

森林の保全及び整備 て整備面lFF) 〈吸収重) t

府内産の本材の利用 〈利用量) In' 〈削滋量) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

(売電重) kwh (削減量) t

(熱供給畳) C」 て削減抵) t

グリー ン電力の購入 (購入畳) kwh て削減呂) t

削減畳等合計 t

差引りF出畳

OF出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目棟年度 (計画) 肖」滅率 (計画)
*1              42 193 t (。2)一Ⅲ3)         41,237 t - 2 3 %

特 記 事 壊 7年度は下ンアのインバータ化や設4
6年度比較では07“の減少であるが、
加が発生 したため、 トータルではHl

ンフ トの収きによりC02換 鼻3186ト ンの=Eネルキー肖」滅をおこな立`、
百貨店の休館 口減少 (2日 )や 新店舗の開業等により新規エネルギーの

較で01%の 削減にとどまった。

運 給 先 担 当 部 暑

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

注 1該 当する□には、レ印を観八してくださ,、 特定事業者以外て白主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要で丸
2「 基準年度Jと は計画期Fn3の前年度を、 「巨環年度Jと は計画期間の最終年度をいいます。
3「 事業所等排出区分Jと は、京都府内の事業所等の事業活動のためのエネ′レギーの使用にrtい発生する温室効果ノスを、 「輸送車両排出区分J

とは、自動車運送事業者についてはtt用のネ拠の位置を京都/1内とする'両 のJF出する温室効果グスを、鉄道事業者については保有する貨物車
両又は旅客車両の排出する混室効果ガスを、 「その他排出区分Jと は、上記以外の京柳市内における事業所等の事業活動に伴い発生する温窟効
果ノスをいいます。

4 r犠 記事項」には、平成2年度 (1990年 度)を 基準とした排出逮の対比やエネルギー原単位C02排 出畳 省 エネ製品開発などlL者の温室
効果メス排出高り滅への貫萩、グブーン調達の採用、44定フロンなどの条例指定外の温室効果〃スの削減などを記入してください。


